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１．はじめに
　わが国の高い技術水準は高度情報化社会の醸成に寄与
し，世界でトップクラスの技術力を持つ，技術立国日本
としての地位を堅固なものとしてきた．しかし，わが国
は資源が少なく，知的財産（以後，知財と称す）の重要
性は益々クローズアップされている１）．こうした状況を
踏まえて政府は2025～2030年頃を見据えた社会像を示
し，それらを支える知財システムのあり方をまとめてい
る２）．また産業界は学生に対し，知財に関する基礎的知識
を在学中に身につけることを望んでおり３），学生として
も知財に関する知識を身につけることは有益である４）．
ところが知財学習の普及が十分であるとは言い難い５）． 
その原因の一つに工学部においては知財教育の重要性を
認めながらも専門の実験実習科目が多く，カリキュラム
上の制約から，知財の講義に十分な時間を割くことはで
きないことがあげられる．実際，倫理関連科目の中でわ
ずかに数時間のみ知財関連の内容を扱っている場合も多
い６）．
　こうした背景に鑑み，著者らは知財の講義時間だけで
なく，講義と並行して補習的に学べる学習支援システム
や講義と関係なく自主学習として知財を学習できる学習
支援システムを開発してきた７），８）．特に物理学におけ
る問題解決過程モデル９）に基づいて，特許法学習におけ

る問題解決過程モデルを定義し，法令文を論理式で表現
することによって計算機を援用して演習問題の解を一意
に求めることのできる学習支援システムを開発したとこ
ろ，学生には好評であった７）．これは法令文は論理演算
可能な論理表現に変換できるという研究10），11）に基づい
ている．これらの研究は，法令文は典型的な構造を持つ
という基本概念をもとにしており，「法律条文は自然言語
ではあるが，目的的に運用される制限言語と考えること
ができる」12）から，ある特定の構造に変換できると考え
られている．そしてこれらの研究は法令文の検索システ
ム，法律エキスパートシステムなどへの研究として広く
知られている13），14）．この考え方を学習の支援に応用した
のが先行研究で開発した学習支援システムである７）．
　この学習支援システムや講義をビデオ撮影してさまざ
まな機能をつけたシステムなどを実践的に利用した先行
研究８）では，学生の「学習スタイル」に注目した．学生
の学習スタイルは２つに分けられた．「演習問題を次々と
解き，不明箇所は解答解説を読むことによって知識を身
につけて行くタイプ」（以下，問題演習重視型と称す）と

「内容を十分に理解してから演習問題に取り組むタイプ」
（以下，知識獲得重視型と称す）である．前者のタイプの
学生は論理式を利用したシステムを後者の学生よりも好
むことがわかった．著者らが定義した「特許法学習にお
ける問題解決過程モデル」７）は，基本的な知識を有して
いる状態で，問題解決を進めていくモデルであり，表層
構造生成過程，定式化過程，解導出過程の３つの過程か
ら成る（後述表１）．ある発明が特許を取得できるかどう
かの問題であれば，まず表層構造として，演習問題文か
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ら必要な属性（問題を解くためのキーワードとなること
ば）を抜き出し（例えば，「製品開発後７ヶ月」），問題
文にある各属性間の関係を考える．次に定式化では，表
層構造を法令文の条文用語に置き換える（例えば，特許
出願の例外適用を受けるためには１年以内に出願する必
要があるから，これは例外適用を受けられる可能性があ
る（特許法30条１項，２項；以下法律名称がない場合は
全て特許法））．そして解導出は，問題文の属性間を論理
関係で表現して，解を導くものであった．つまり，問題
を次々に解いて，正誤のフィードバックとその解説を受
け取りながら理解していくシステムであるため，問題演
習重視型の学生にとっては利用しやすいものであったと
考えられた．その反面，知識獲得重視型の学生では，ま
ず知識の獲得が十分であると考えてから演習に取り組む
タイプの学生であるので，「システム上で条文等に関する
説明・解説がもっと欲しい」などの意見があり，最初に
解説が出てくることを期待していることがわかった．ま
た，システムの利用状況と知識獲得の関係を調べたとこ
ろ15），基礎的知識の獲得には講義映像視聴システムが，
応用力の獲得には演習システムが役立つことがわかった
が，講義映像は90分×15回と長いため，講義を受講して
いない学生の自主的利用はあまり期待できないと思われ
た．そこで，知識獲得重視型の学生の自主学習に役立つ
学習支援システムを新たに開発しようと考えた．
　本研究では，問題解決を行うための前段階にあると考
えられる知識獲得過程の支援システムを開発する．方法
論として，これまでの研究結果から法令文を論理式で解
釈することは工学部学生に好評である16）ので，その成果
を活かした知識獲得支援の方法について検討する．

２．知識獲得支援システムの開発
２．１　問題解決過程モデルと知識獲得過程
　先行研究では，物理学学習の問題解決過程モデル９）を
参考に特許法学習の問題解決過程モデルを定義した（表
１）７）．本研究では，このモデルに基づいて知識獲得過程
を支援することを考える．
　例えば，図１のような特許権侵害の問題を解くための
知識について考える．まず表層構造生成はこの問題の属
性間の関係を表現することである．解は「特許権の侵害

である」か「特許権の侵害ではない」であるから，特許
権の侵害に関する属性の関係を考える必要がある．すな
わち，表１の表層構造を生成するためには，以下のよう
な知識が必要となる．
① 特許権（の効力）とは，特許発明を業として実施する

権利を専有すること（68条）
② 発明の実施とは，発明には「物」「方法」「物を生産す

る方法」の３つのカテゴリがあるが，「物」の発明の場
合は，その物の生産，使用，譲渡等，輸出，輸入，譲
渡等の申出をする行為のこと（２条３項１号）である

（方法の発明と物を生産する方法の発明については，２
条３項２号及び３号）

③ 特許権の侵害とは権原のない第三者が特許発明を実施
すること（101条）

　次に定式化過程では，問題文にある製造，販売などの
用語が，上述条文にある生産，使用，譲渡等などにあた
ることを理解できれば，Ａ社は特許発明を実施している
ということに気づくことができる．また上述③に照らせ
ば，Ｃ社は特許発明を実施してはいない．したがってＣ
社は特許権を侵害していない（Ｃ社の行為は別の法理で
問題となる．例えば刑法234条の威力業務妨害，民法709
条の不法行為など）．
　制約構造や解法構造は，条文の論理関係であるから，
上述①～③の条文の構造を理解する必要がある．本研究
は特に制約構造や解法構造の生成支援を通して知識獲得
支援をすることを重視する．
２．２　開発した知識獲得支援システム
(1)　システム概要
　２．１節の知識獲得支援を実現する支援システムを開
発した．システムは，
・表層構造と定式化構造の生成支援（図２）
・制約構造の生成支援（論理式の作成支援；図３，４）
・解法構造の生成支援（論理回路組立支援；図５～９）
の３つのサブシステムから成る．
　特に本研究では，これまでの研究成果から，工学部学
生は法令文を条文集にしたがって読むよりも，論理式や
論理回路として表現した方が演習を行いやすいことがわ
かっているので16），これを発展させることで，制約構造
生成と解法構造生成の支援を行う．これまでの論理回路

Ａ社では，自社で開発した製品Ｂを特許登録し，かつ製造・販売している．ＢはＡ社の主力製品である．ライバル会社Ｃは，
似たような製品を販売したいと考えているが，Ｂがあると自社の製品が売れないと考え，Ａ社にその製品の原材料が供給さ
れないよう，手配した．このことによって，Ａ社はＢを製造できなくなってしまった．これは「特許権」の侵害と言えるか．
またその理由は何か．

図１　特許権侵害に関する問題例

表１　特許法における問題解決過程モデル７）

表層構造生成過程 表層構造 問題文の属性間の関係（e.g.　問題文の構造理解）
定式化過程 定式化構造 表層構造を法令文で用いられることばで表現（e.g.　条文での用語への置き換え）

解導出過程
制約構造 問題文の属性間の論理関係（e.g.　条文を∧，∨などを使った論理式で表現）
解法構造 属性から解を導出するための論理関係（e.g.　MIL記号を使った論理回路で１ or 0で表現）
目標構造 解
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として表現した演習システムは，画面上に表示された論
理回路（学生は変更できない）の入力部分に１または0
を入力して，結果をシミュレーションするものであっ
た８）．しかし，本研究では，学生自身が論理回路を組み
立てながら条文を理解することを目指した（図６，７，８，
９）．
(₂)　システム仕様
　システムのインタフェースはHTML，CSS，Java-
scriptで，ログ，初期ID入力はPHPで記述し，サーバは

Mac mini上に搭載した．制御部はPHP，Javascriptで，
データベースはSQLで記述している．ログの取得は
JQueryでデータを送信し，PHPで受信，MySQLに保存
している．またライブラリはVis.js17）を利用している．
　表層構造や定式化構造生成支援は，法令文をそのまま
提示するとともに，その中にある用語を抜き出して，そ
の関係を提示する．学生は用語の意味を知らない場合は，
用語の上にマウスを持っていくと，ポップアップで用語
の意味・解説が表示される（図７に同じ）．

間違った解答が入力されている

できたと考えたら，解答ボタンを
押す（図９同様の正誤のフィード
バックが表示される） 

図４　制約構造生成支援（論理式作成支援）の例（２条１項）

 

生産，使用などの
必要用語にマウス
を置くと，用語が
赤くなり，その意
味・解説が表示さ
れる．

図２　表層構造・定式化構造生成支援の例（２条３項１号）

図６　論理回路組立画面の例（初期画面）

論理素子を線でつなぐため
のボタン（引く，消す） 

用語を配置して線でつないだ
り消したりして組み立てる

用語（ここでは「業として」）
にマウスを置くと，ポップア
ップヒントが表示される（非
表示も可能）

図７　論理回路組立のインタフェース（組立中）

組み立て終わったと
思 っ た ら，「解 答」
ボタンを押す

図８　論理回路組立のインタフェース（組立終了）

用語をプルダウン

メニューで選択

論理記号（∧，∨，⇒，⇔，¬ な

ど）をプルダウンメニューで選択

図３　制約構造生成支援（論理式作成支援）の例（２条３項１号）

使用
譲渡等
輸出
輸入

譲渡等の申出

図５　解法構造生成支援のための論理回路の例（２条３項３号）
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　制約構造作成支援は，条文を論理式で組み立てること
を支援する（図３，４）．先行研究７），８）では，システムが
解を求めるために内部制御的に論理式で条文を表現した
が，本システムでは，プルダウンメニューを操作するこ
とにより，学生自身が論理式を組み立てて条文を理解で
きるよう支援することにした．
　解法構造生成支援は，学生自身に論理回路を組み立て
させることにより，条文の構造を理解させることを重視
している．図８から図９の正誤判定では，正解となるエ
ッジ配列と解答されたエッジ配列を２重for文で総当た
りし，解答要素に正解要素がすべて含まれ，余分がなけ
れば正解とし，正解要素に欠落や余分があれば不正解と
する．

３．システム利用とその評価
３．１　システムの支援効果と主観的評価
(1)　方法
　開発したシステムについて検討するために，システム
を使っての解説を行い，その効果を分析するとともに，
学生に対してシステムの主観的評価を求めた．対象者は
知財権の侵害について学んでいる学生86名である．これ
らの学生は先行研究８），15）における「知的財産法」の受講
を終えている学生ではなく，それより下級学年で開講さ
れている必修科目の倫理関連科目で知財権の侵害（産業
財産権と著作権の侵害，不正競争防止法の営業秘密等）
を学習している学生である．選択科目「知的財産法」の
受講学生は対象科目に興味を持って受講しているが，こ
こでの科目は必修科目であるので，「知的財産法」を受講
している学生と比較して，知財に対する関心にバラツキ
がある．
　図１のように条文を組み合わせて考えなければならな
い問題をペーパーテスト形式で２度出題し，１回目と２
回目の間に解説及び演習を行った．その際，この演習で
は学生一人一人がシステムを利用するわけでなく，教員
がシステムとプロジェクタなどを利用して，１対多の一
斉講義式で行った．またこの解説では，特許法学習にお
ける問題解決過程モデル（表１）７）にしたがって行った．

前述したように表層構造と定式化構造の生成支援は条文
から用語を取り出すことの支援である．教員は図２に示
したような条文表示画面で，マウスで用語を指定し，「こ
のようにここに解説が表示されます」などのように教員
自身がシステムの支援を受けて学習する様子をプロジェ
クタで投影した．そして学生には演習用紙を配布し，自
由に記入してもらった．制約構造生成支援は論理式の作
成支援であり，表層構造及び定式化構造生成支援と同様
に教員がシステムを使って投影した．演習用紙配布も同
様である．解法構造生成支援は論理回路図組み立てによ
るものであり，こちらも教員が実際に組み立てる様子を
投影した．
　２回目のペーパーテストの後，システムの主観的評価
を収集した．内容は以下の項目について，１～４点で尋
ねた（否定的が１点～肯定的が４点の４段階）．

ａ．システムでの支援後は解きやすい
ｂ ．条文だけを読むよりも論理式や論理回路があった

方がよい
ｃ．条文を読むと理解しやすい
ｄ．論理式や論理回路があると理解しやすい

　他に教員の解説方法などの項目もあったが，教員が解
説すれば条文だけを読むよりはわかりやすいとする学生
がほぼ全員であったので，ここでは省略する．
　結果の分析方法としては，１回目と２回目の正答誤
答を採点し，学生を誤答→誤答（n=32），誤答→正答

（n=15），正答→誤答（n=10），正答→正答（n=29）の４
群に分けて，支援方法への評価を１～４点の得点と考え
て各群の平均値を算出し，群間の平均値の差の検定（t
検定）を行った．
(₂)　結果
　４つの項目（前述ａ～ｄ）に対する各群の平均値の比
較結果を図10に示す．ａについては，「誤答→誤答群」

（低）と「誤答→正答群」（高）の間（t=2.733，d.f.=44，
p<0.01），「正答→誤答群」（低）と「誤答→正答群」（高）
の間（t=3.137，d.f.=23，p<0.01）に有意な差があっ
た．「誤答→誤答群」（低）と「誤答→正答群」（高）のt
検定において自由度が44となっているのは，未回答者が
１名あったためである．また有意ではないが，「正答→正
答群」も高く評価している．ｂ，ｃについては，群間の平
均に有意な差はなかったが，dについては，「誤答→誤答

「解答」ボタンを押
すと，正解か不正解
のメッセージが表示
される

図９　組立終了後の正誤フィードバック

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

誤答→誤答

誤答→正答

正答→誤答

正答→正答

図10　主観的システム評価の比較
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群」（低）と「正答→正答群」（高）に有意な差があった
（t=2.227，d.f.=59，p<0.05）．これらの結果から，「誤
答→正答群」や「正答→正答群」は，論理式や論理回路
の本システムでの支援方法を高く評価していることがわ
かる．一方で，「正答→誤答群」は支援を最も低く評価
し，「誤答→誤答群」は，どの評価項目にも似たような比
較的低い回答であり，あまり差がないこともわかる．
　つまり，「誤答→正答群」，「正答→正答群」は論理式や
論理回路の支援を肯定的にとらえていることを示し，実
際に正答になったということは，知識獲得に役立つ可能
性があることが示唆される．一方，「誤答→誤答群」「正
答→誤答群」の支援方法については，さらに検討が必要
と考えた．
３．２　講義期間におけるシステム利用状況
　４群の法律学習自体への興味関心を４段階で尋ねたと
ころ，４群間に有意な差はなかった．前述したように，

「知的財産法」受講者に比べて知財に対する関心にはバ
ラツキはあるものの，法律学習に対する興味関心にバラ
ツキがないとすれば，学習支援システムの提供方法や利
用方法を工夫すれば，支援効果は期待できると考えた．
そこで実際のシステムの利用状況について検討した．期
末試験までに，本研究で開発したシステムがどの程度利
用されたか（元々運用している講義映像視聴システムな 
ど８）は講義開始当初から利用できたが，本研究で新たに
開発したシステムの利用可能期間は期末試験前の１週間
程度であった．なおシステムの利用は全くの任意である）
を，システムのログより解析した．
　新システムの利用割合は「正答→誤答群」の利用は最
も少なかったが，「誤答→誤答群」はシステムを利用して
いた．図11の分析では，使い方自体（線を引く，消すな
ど）に４群間に有意差はないことがわかった．つまり，

「誤答→誤答群」であっても新システムは利用している
ので，さらにシステムの主観的評価を検討することにし
た．なお，講義映像視聴システムの利用状況は，先行研
究15）で紹介した５年分の利用データ同様，よく利用され
ていた．また新システムも含めてシステムの利用時間と
成績の関係は先行研究８），15）同様，正の相関があった．

３．３　期末試験後の主観的評価
　「正答→誤答群」「誤答→誤答群」へのシステム提供方
法を検討するために，期末試験後に調査を行った．本研
究で分析するのは，システム評価の自由記述欄である．
　「誤答→誤答群」：「使い方によっては便利だと思う」 

「もっと楽しい図を作るなら使いたくなる」「論理回路の
線を引く作業が１回１回クリックし直す必要があって面
倒くさかった」「スマートフォンでも使えれば使うと思
う」「説明はわかりやすかった」などの記述が見られた．
つまり，システムの機能面の改良とユーザインタフェー
スを改善すれば，「誤答→誤答群」の新機能の評価が高く
なる可能性があり，この群の学習支援につながる可能性
が示唆された．
　「正答→誤答群」：「解説はわかりやすかったので演習 
問題がたくさんあれば使う」「類似問題があればテストに
役立てられる」と定期試験に向けた学習の支援になるこ
とを期待している回答であった．つまり，これらの学生
はインタフェースの改善と，定期試験に向けた学習の支
援につながる問題が多ければもっと利用するのではない
かと考えられた．本システムは，先行研究８），15）でのシス
テムが演習問題重視型の学生に好評で，知識獲得重視型
の学生はもっと説明が欲しい，としていたことに応じて
開発したものであったので，条文を学生自身が論理式や
論理回路で組み立てて内容を理解することに重点を置い
た．しかし演習問題重視型，知識獲得重視型の学生双方
に役立つシステムとするには，図１に示したような問題
を数多く用意し，それぞれに図２～９のような学習がで
きるようにするのが望ましいであろう．そうすることに
よって，定期試験の対策にもなると考えられるので，「問
題」→「問題を解くために必要な条文を論理式・論理回
路で作成して条文を理解」→「知識獲得」となるように
していく予定である．

４．まとめと今後の課題
　本稿では，論理式や論理回路を組み立てながら法令文
を学習するシステムを開発した．本システムは一部の学
生には非常に好意的に受け入れられ，また知識獲得に役
立つことがわかったが，本システムを好意的に受け入れ
ていなかった学生も本システムのインタフェースを改善
し，定期試験に向けた学習の支援につながる工夫をすれ
ば，本システムの利用が増え，知識獲得の支援につなが
ると思われた．ただ，本研究では学生を４群に分けてい
るが，実際は個人個人によって学習への取り組みは異な
る．今後は，本研究での課題解決に取り組みつつ，学習
者個々に適応したシステムとするために，学習者の特性
をさらに詳細に分析し，システムとのマッチングが図れ
るようにしていきたい．図11　収集しているログの例

表２　新システムの利用状況

誤答→誤答 誤答→正答 正答→誤答 正答→正答
利用人数 15 10 １ 13
利用割合 45 .50% 66 .70% 10 .00% 44 .80%
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